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  令和７年度宮城県国民健康保険運営協議会（第１回）会議録 

●日 時：令和７年１０月２４日（金）午前１０時００分から午前１１時１７分まで 

●場 所：宮城県行政庁舎１１階 第二会議室 

●出席委員：８名〔小坂委員（会長）、石田委員、佐藤委員、髙橋委員(Web）、森川委員、玉山委

員(Web）青柳委員(Web）、菅野委員〕 

          ※Web：ウェブ会議システムにより出席 

※欠席：角張委員、奥村委員、木下委員 

●事 務 局：国保医療課（三浦課長、中山総括課長補佐、阿部主査） 

 

１ 開会 

中山総括 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２ 委員紹介 
    中山総括 

 
 
 
●署名委員の指名 
    小坂会長 

 
 
 
 
 
 
     
 
３ 議題 
    小坂会長 

 

 

ただ今から令和７年度第１回宮城県国民健康保険運営協議会を開会いたします。

本日の協議会は情報公開条例第１９条の規定に基づき公開となっております。ま 

た、協議会の会議録につきましては、後日委員の皆様に御確認をいただいた後、国

保医療課のホームページにて公開いたしますので、御承知おきください。 

続きまして、委員の皆様の出席状況を御報告いたします。本協議会の委員は１１

名でございます。本日はこの会場に５名、ウェブ会議システムで３名、計８名の委

員の皆様に御出席いただいております。過半数の委員の方に御出席いただいており

ますので、国民健康保険運営協議会条例第４条第２項の規定に基づき、本日の協議

会が成立しておりますことを御報告いたします。なお、出席予定でありました被保

険者代表の角張委員につきましては、所用のため本日は欠席となっております。 

続きまして、今回団体の御推薦によりまして、新たに２名の委員を任命させてい

ただきましたので、御紹介申し上げます。私からお名前をお呼びいたしますので、

一言ご挨拶をいただければ幸いです。 

 

（出席者名簿に従い紹介、挨拶） 

 

ありがとうございました。それでは、この後の進行につきましては会長にお願い

いたします。 

 

会長の小坂でございます。ウェブで御参加の方も含めて、各委員の皆様の御協力

を得ながら、活発な議論をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

それではまず始めに、宮城県国民健康保険運営協議会運営要綱第５条２項に定め

る会議録の署名委員を定めたいと思います。会議録署名委員として髙橋邦明委員に

お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 （一同承認） 

 

それでは、高橋委員と、会長の私の方で会議録に署名することにいたします。 

それでは次第３の議題に入ります。（１）宮城県国民健康保険特別会計について、

事務局から御説明をよろしくお願いいたします。 
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三浦課長 

  阿部主査 
 小坂会長 

 
 
 
   
 
 
  佐藤委員 

 
 
 
 
 
 
   
 

三浦課長 

 
   
 
 
   
 
   
 
 
  佐藤委員 

 
 
 
   
 
  三浦課長 

 
   
 
 
 
 
 

 

 （資料１－１から資料１－５により説明） 

 

今、資料１－１から１－５まで説明いただきました。非常に複雑な国保制度の枠

組みを、分かりやすく説明していただいたと思います。もし、今までの説明につい

て、特に新しい委員の方もいらっしゃいますので、基本的な質問でも構いません

が、御質問や御意見はございませんでしょうか。なお、本日はウェブ会議システム

で出席されている方もおりますので、こちらで指名して、名前を言ってから御発言

いただければ幸いです。いかがでしょうか。 

 

一般被保険者代表の佐藤です。よろしくお願いいたします。 

今、説明を受けた中から、少し分からない点がありますので、御質問させていた

だきます。資料１－３ですね、一番下の精算後の繰越金見込み額ということで、 

３２億６８０万円という金額ですが、先ほどの説明では一部を基金に積み立てると

いう御説明でした。市町村の場合は、この繰越金の２分の１以上を基金に積み立て

るという条例を作っていますが、この宮城県の場合、この繰越金のいくらを条例に

基づき積み立てるということが定まっていないのかどうかという点と、現在、その

基金残高の合計額がいくらか教えていただきたいと思います。以上です。 

 

まず、この基金に積み立てるということですが、これは財政調整事業という制度

に基づいて積み立てております。令和３年度に法改正がありまして、令和４年度か

ら実施となっております。確かに市町村の方は、決算剰余金の半分以上積み立てる

というルールがあると思いますが、このことについては、特に割合などの規定はご

ざいません。それから、決算剰余金を積み立てておりますが、令和４年度から制度

が始まりました。県で積み立て始めたのは令和５年度でして、令和５年度に８億円

積んでおり、令和６年度に先ほど説明しました５億円積んでおります。ただし、１

億３,６００万円ほどを先ほど申しました市町村の引き下げに充てておりますので、

残高としては１１億６,０００万円となっております。 

 

ありがとうございました。そうすると、その基金積立につきましては、各市町村

と協議をして決めるということになると思いますが、いくらという割合も全然決ま

っていないということですので、その辺、あまりその基金積立を多くするよりは、

繰越金を多くしていただくと、その分市町村の納付金の金額をいくらでも抑えてい

ただければと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

おっしゃるとおりかと思います。これは市町村のためのお金ですので、市町村と

協議しますが、いつ市町村のために使うかということです。今おっしゃったとお

り、繰越金に使いますと、今年度あるいは来年度の負担軽減ということになります

けれども、積み立てたとしても、それはあくまで市町村が何か財政的に困った時に

使うということですので、いつのタイミングで使うかという問題です。そこのバラ

ンスについては、私も特にリードするわけではなく、市町村に相談した上で決めて

まいりたいと思います。 
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  小坂会長 

 
 
 
 
   
 
 
  小坂会長 

 
 
 
  阿部主査 

 
小坂会長 

 
 
 
 
森川委員 

 
 
 

   
    三浦課長 

     
 
 
     
 
 
 
    森川委員 

 
    

 三浦課長 

 
 
 
 
   
 

 

なかなかどのくらい基金に積むかというのは、難しい話だと思いながら聞いてお

りました。今回のインフルエンザなど、いろんなお金が医療費にかかっている中

で、それを何とかやりくりするというのは、非常に綱渡り的なことを毎回している

なと思いながら聞いておりました。 

オンラインの委員の方々も何か御質問、御意見はありますか。 

 

（意見なし） 

 

それでは、議題１については原案どおり了承とさせていただきます。 

続きまして、議題の（２）第３期宮城県国民健康保険運営方針の管理指標につい

て、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

 

 （資料２により説明） 

 

事務局から資料２に基づき説明いただきました。各委員から質問やコメントをお

願いします。全体を見ると、1人あたりの医療費は宮城県は割と高いけれども、保

険料は全国より低い。これはうまく行っているようにも見えなくもないと思います

が。 

 

宮城県薬剤師会の森川でございます。一つだけ、今、小坂会長が言われたよう

に、ずっと県の平均の１人あたりの医療費が全国平均を少しだけ上回っている、こ

の原因や理由というのは、高齢化が進んでいるとか、何かあるのでしょうか。教え

ていただければと思います。 

 

医療費の地域格差というものについては、人口の年齢構成や、あとは医療供給体

制、そのほか何よりも被保険者の方の健康に対する意識とか受診行動、そういった

ものが複合的に作用しているということで、なかなか私どもとしても要因分析まで

は至らないところです。ちなみに下回ってはいますが、一応全国の順位としては２

４位ということで、ちょうど４７都道府県の真ん中あたりとなっております。こう

いった分析についてはこれからも取り組んでまいりたいと思いますが、委員の皆様

からも何か御助言などあれば、今後御協力いただきたいと思います。 

 

複合的ということですが、ずっと医療費が高いので、何か原因があるのかなと思

っておりました。 

 

ただ、放置しておくわけにはいかない話だと思います。各市町村で医療費適正化

の取組をやっておりますが、国保は保険者が市町村となっておりますので、市町村

が取り組むところです。県としましても、２年に１回のペースで全市町村を訪問

し、色々聞き取りなどをしています。この医療費適正化についても色々聞き取りを

しております。好事例などの横展開などを通じ、少しでも引き下げになるように努

力してまいりたいと思います。 
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小坂会長 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    佐藤委員 

     
 
 
 
    三浦課長 

 
 
 
     
 
     
 

 

確かに宮城県は、いろんな病院も豊富にあるし、高度な医療を提供している医療

機関も多いというところで、そういう意味では他の県よりも高くなるというのは、

理解できると思います。それから、やはり全体に上がっているというのは、新しい

医療で、特にがん治療などの高額医療費、１ヶ月数十万、数百万が当たり前の世界

になってきており、そういうのが保険診療の中でやられると、やはり上がってくる

というのがあります。これは払う方としては大変ですが、受ける方としては、ある

意味大きな利点というところもあると思いますので、そういう意味では、皆さんの

幸福とか健康にあまり役に立たないような医療というのも言われていて、それがど

ういうものかというものが今、研究なんかでも出ています。今後、国の方でそうい

った議論も始まるでしょうし、いろんな市町村で取り組みをしていますが、それは

ある程度限りがあるところだと思います。薬の後発医薬品も、もう今それがデフォ

ルトになっていて、本当に正規の薬を出す時だけ、医師の処方箋が必要という形

で、基本的に安くする方向に全体としては進んでいます。もちろん、やらなければ

いけないことがあるにしても、本当に明確に医療費を下げて、それが影響ないよう

なものというのを取り組んでいく必要がありますので、これは本当に県全体として

も、他の担当課とも相談しながら進めていけば良いかと思います。 

ただ、全体として東北を色々回る中で、本当に上位に、がんの死亡率や脳卒中の

死亡率などがすごく高い県がある中で、宮城県は脳卒中以外は本当に恵まれている

というところもありますので、そういう意味では、比較的他の県に比べるとそうい

った健康状態は悪くないというのは、客観的な事実ですので、今後ともこういった

活動を続けていっていただきたいなと思っていました。 

一方で、国がこういう色々なお金を出すのは、頑張っているところ、収納率が高

いところの点数を高くするのですが、別に頑張ってないから収納率が悪いとかいう

わけではないと思います。そうすると、逆に国はそういう収納率が高いところを支

援しようとするけれども、うまくいかないところこそ、やはり県などが支援すると

いうことも今後必要なのかなと思いながら、インセンティブだけというやり方はあ

まりうまくいかないのではないかという気もします。その辺も今後色々議論になる

かなと思っていました。 

 

４ページの黒字団体数４団体ということですが、こちらの市町村名を教えていた

だけるでしょうか。それから、平成２８年度には１８団体が黒字だったのが、令和

５年度は４団体ということで減少していますが、こういったことを県としてはどの

ように分析しているのか、分かれば教えていただきたいと思います。 

 

まず、黒字団体を読み上げますと、川崎町、丸森町、大衡村、加美町の４町村と

なっております。あと、この推移ということですが、まず、質問から外れますが、

この黒字団体数というのは、歳入の総額から歳出総額を引いた形式収支では全市町

村が黒字です。ですから、赤字団体というものはございません。では、なぜこうい

う指標を設けているかというと、これは注意喚起の意味があると思います。黒字で

すけれども、「例えば前年度からの繰越金があったから」とか「基金を取り崩して繰

り入れているから黒字です」ということだと思います。ただ、他の県ではもう赤字

でどうしようもなくて、一般会計から赤字補填のための繰り入れをやっています
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    青柳委員 

     
 
 
     
 
     
 
 
    三浦課長 

 
 
 
   
 
 
     
 
     
    小坂会長 

 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     

が、そういう団体は本県ではありませんので、健全かと思っています。 

あと、この団体数が減ってきている要因としましては、一番は保険料が高いとこ

ろ、保険料が高くなっているため、住民の負担を軽減するために基金を取り崩して

繰り入れているところが結構多いです。その基金を繰り入れた額を歳入から差し引

きしなければならないため、このように赤字が増えている、黒字が減っているとい

う要因となっております。やはり医療費がかかっていたりとか、国保は低所得者が

多かったり、高齢者が多かったり、あとそもそも被保険者数が減ってきたりという

こともあり、厳しい財政運営をしておりますので、その基金の繰り入れなどがどん

どん増えてきているのかなというところです。 

 

協会けんぽ宮城支部の青柳です。８ページの特定保健指導のところ、保険者とし

ては気になるところでして、全国平均から少し乖離しているという実績になってお

ります。そういった中で県の平均を見ますと、令和３年、４年、５年と着実に少し

ずつではありますが、向上している。ここは評価できるのかなと思っており、まず

この向上している理由について１点伺いたいと思います。２点目として、やはり全

国平均からは乖離しているという状況にありますので、今後何かこれを高めていく

具体的な取り組み、施策ということを今検討していることがあれば教えていただき

たい、以上２点でございます。 

 

こちらの件は、我々保健福祉部の中にあります健康推進課というところで担当し

ておりますので、詳しくはそちらの所管になりますけれども、健康推進課の方から

聞いている話としましては、市町村と連携して、受診者に対する普及啓発、受診勧

奨にともかく力を入れているということです。 

それから、青柳委員もメンバーとなっていただいておりますが、県では保険者協

議会というものを設置しておりまして、各医療保険の代表の方が集まった会議体が

あります。保険者協議会と連携した広報や先進事例の情報共有にも努めていると伺

っております。今後も健康推進課と連携し、受診率の向上に取り組んでまいりたい

と考えているところです。 

 

会長の私からも少し補足ですが、市町村の保健師さんたちがすごく一生懸命いろ

んなことを考えています。大崎市とかいろんなところでですね、保健指導も従来の

ものに加えて、電話とか色々加えてオンラインでの様々なサービスも始まってきて

います。大体外部の業者さんにお願いすることが多いのですが、そういうことがか

なり広まっています。宮城県は本当に受診される人がすごく多い。これは逆に言う

となかなかこれを上げるということが他の都道府県が苦労している中で、これがず

っと全国２位とか３位とかいう状況だというのが良いことだと思います。だから、

そうすると受診者が多く、その中でこう選ばれる人も結構いて、その分母も多くな

ってしまうので、特定保健指導の受診率が低くなっているということがあります。 

それから、宮城県はやはりそのメタボに該当する人たちもやはり全国でいつも上

位にいるというところです。こういうのはどこまでやっていくかということもあっ

て、我々も子供たちを調べると、やはり子供たちの肥満の多いところは、東北、北

海道ともうずっと決まっています。気候的な要因とかそういうこともあるので、必

ずしもそれが絶対ダメだというところでもない部分があるし、それで医療費をどこ
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    三浦課長 

 
 
     
 
    小坂会長 

 
 
     
    小坂会長 

 
     
 
    三浦課長 

     

まで減らせるかというところのエビデンスを、もうちょっと必要とするところもあ

るように思っています。例えば、タバコ対策をやるというのはすごく健康に良いの

ですが、残念ながら医療費的にはトータルで見ると医療費が上がってしまうという

ような色々な観点がありますから、人々の健康と必ずしも医療費が正比例しない部

分とか出てくるので、そういう意味では、本当に国民の健康にも良く、医療費も減

るというような対策というのを、もうちょっと我々大学の人間も探っていかなけれ

ばいけないだろうと思っているところです。青柳委員、もし何か追加で御質問等あ

ればお願いします。 

 

我々も保健指導の率を上げるべく色々策を練っているところです。先ほど三浦課

長からありましたとおり、連携しながら取り組んでいくというのが一つでありま

す。 

あと小坂先生のお話にもありましたけれども、協会けんぽでは子供たちに対する

健康教育に力を入れようと考えておりまして、教材なども作っているところです。

その辺もしっかり取り組んでいきたいと思っておりました。以上です。 

 

本当に今、ライフコーススタディみたいなのが、子供のうちからの教育はすごく

大事だと言われています。特に子供の生活環境がかなりずっと影響するというよう

な研究も出ていますので、大人になってからでは遅いんじゃないかという話も出て

います。ぜひ本当にそういう意味では、小さい頃からの生活環境を整えていくのが

必要かなと思っておりました。 

 

被保険者代表の仙台市の石田です。よろしくお願いします。私は３ページの財政

安定化基金の残高についてですが、資料１－４の表を見た時に、この基金の残高で

令和７年９月末現在の数値が、令和５年度の数字と一緒だなと思って、この異なっ

ている数字がなぜかということを教えていただきたいと思って質問しました。よろ

しくお願いいたします。 

 

こちらは我々の転記誤りで、資料１－４の方がちょっと更新が漏れていたところ

でございました。申し訳ありません。正しくはこの資料２の方の３ページの令和６

年度の数字、今は９５億６,９００万円ほどの残高となっております。大変失礼いた

しました。 

 

他よろしいでしょうか。 

 

 （意見なし） 

 

それでは、議題２は原案どおり了承ということでお願いいたします。 

続きまして、議題の（３）保険料（税）水準の統一につきまして、事務局から説

明お願いします。 

 

 （資料３－１～３－３により説明） 
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    小坂会長 

 
 
     
 
 
    小坂会長 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
    小坂会長 

     
 
     
 
 
    小坂会長 

 
    三浦課長 

 
    小坂会長 

 
 
     
４ 閉会 
    中山総括 

 
 
 
 

今回、様々な説明をいただきました。宮城県は他の県よりも前倒しをして統一に

向けて動いてくださっているということだと思います。これにつきまして、御質問

等ございますか。 

 

 （意見なし） 

 

これから各市町村が条例で決めていたことを、ある意味統一化していかなければ

なりません。今まで低く抑えられていたものが、完全統一に向けて上がっていくと

なると、やはり各市町村も担当者レベルだけではもう判断できないことも結構出て

きます。ただ、国民健康保険の安定的な運営のためにも、都道府県単位での統一と

いうのは必要ですし、先延ばししてもあまりメリットはないだろうと思いますの

で、そういった意味で着実に進めていただいているのはありがたいと思っていま

す。よろしいでしょうか。 

 

 （一同異議なし） 

 

それでは、この議題３についても原案どおり了承ということでお願いします。 

 議題（４）その他に移ります。委員の皆様から、その他で何か連絡事項はござい

ますか。よろしいでしょうか。 

 

 （特になし） 

 

事務局から何かありますか。 

 

特にありません。 

 

それでは委員の皆様、ありがとうございました。本日予定しておりました議題は

全て終了しました。御多忙の中、大変ありがとうございました。この後の進行につ

いては事務局にお返しいたします。 

 

ありがとうございました。委員の皆様、長時間にわたる御審議大変お疲れ様でご

ざいました。以上を持ちまして、令和７年度第１回宮城県国民健康保険運営協議会

を閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

【終了】 

 
 
会長署名                      印  

 
 
 
会議録署名委員署名                 印   


